
≪参考≫ 

子育てサークル「 ○ ○ ○ ○ 」規約 

 

（名称） 

第１条 このサークルは「 ○ ○ ○ ○ 」と称する。 

（所在地） 

第２条 このサークルの事務局は代表宅におく。 

（組織、目的） 

第３条 このサークルは地域の同世代の子どもを持つ母親をもって組織し、集団

遊びや、各種行事を通して、情報交換や交流を図ることを目的とする。 

（事業） 

第４条 このサークルは、第３条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）家庭教育に関する研修活動 

（２）親子のコミュニケーション活動 

（３）その他 

（会計） 

第５条 会費は ○○○円／月 とする。 

附則 

この規約は、平成・令和 ○年○月○日から施行する。 


